わが国における金融所得課税のあり方について
古賀・畑・村杉

４－２　金融所得課税のあり方

1 損益通算のあり方
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2 損失繰越のあり方
　

　

無制限で損失繰越を認めるべきか・・・？

3 配当二重課税のあり方
· 配当二重課税撤廃の目的


· 配当二重課税撤廃の理論的根拠



· 配当二重課税の主な解消方法




　

前回提案したインピュテーション方式について・・・

　


配当の損金算入について・・・

　


4 証券優遇税制について

証券優遇税率

証券優遇制度として平成１５年に導入された。

譲渡益に関しては500万円以下の場合は10％、500万円を

超える場合の500万円を超えた部分については20％の税率

が適用され、配当課税に関しては、配当所得が100万円以下

の場合は10％、100万円を超える場合の100万円を超えた

部分については20％の税率が適用される。しかし平成23年

１月１日以降は、譲渡益課税、配当課税とも20％の税率が適

用されることとなっている。

平成20年までの時限措置だったが、金融危機や「貯蓄から投資へ」を推し進める為に３年延長された。

23年以降も延長または恒久化の可能性も言われている。しかし主張としては

優遇税率は廃止し、その他の新しい方法で「貯蓄から投資へ」を推し進める
さらに優遇税制が大きく「貯蓄から投資へ」を推し進めたとはあまり言えない。


新しい証券投資優遇制度
優遇税率廃止後に、税率が優遇税率期間の２倍課税されるとなれば、大きな悪影響が出ることが予想される。

また、「貯蓄から投資」をより推し進めるためにも、これから新しく導入する証券投資優遇制度としては以下の４点の方法を取ることを主張する

1 二重課税の解消
2 損失繰越の期間延長
3 損益通算の範囲拡大

4 少額投資優遇（日本版ISAの導入）　　　

5 長期投資優遇

①、③で投資家の投資の中立性、企業の資金調達の中立性を確保し、

③、④により、低・中間層の投資拡大、長期投資拡大を目指す。

▲軽減税率導入の前後で株式・株式投信の保有を増やしているのは高所得者層ではなく低・中所得者層

少額投資優遇（日本版ISAの導入）

英国で導入されたISAを参考にしつつ策定されたもの。2010年度税制改正で法律上の措置が講ぜられる予定。早ければ2012年に運用開始と言われている。

[導入理由]

「貯蓄から投資へ」に向けた様々な政策実行にもかかわらず、個人金融資産に占める預貯金の割合が多く(55%、2008年時点)株式や投資信託の割合は依然として低い(7%)。こうしたなか、日本版ISAを創設することで、広く国民に株式や投資信託の投資に対するインセンティブを付与し、投資家の視野を広げて、「貯蓄から投資へ」の流れを促進するとともに、多様なニーズを持つ投資家が参加する厚みのある市場を形成するため。

［具体的な内容］
・利用できるのは満20歳以上

・上場株式や投資信託に限り、100万円に達するまで組み入れられ、それから生じる配当や譲渡益については最長10年間課税されない。（この毎年の組み入れ上限額は、翌年以降に繰り越すことも可能）

・最大５口座まで累積投資可能

・希望者は金融機関で非課税口座を開設する必要がある。これは年間１講座開設することができる。(毎年違う金融機関に開設が可能)

・イギリスとの違いは、債権・利子が含まれない点

主張：金融庁の主張する日本版ISAの導入

ただしISAの口座数は最大１口座で年間拠出額は100万円まで
口座形態としては株式・投資信託に加え債権も含む

(イギリスの株式等口座(stock and shares ISA)と同様) 
イギリスの個人貯蓄口座（ISA）

株式や債券の配当、利子、譲渡益の非課税制度である個人株式プラン(PEP：Personal Equity Plan)と預金利子の非課税制度である免税特別口座(TESSA：Tax-exempt Special Savings Accounts)の二つを事実上衣替えする形で導入された。


[特徴]

・株式や債券を投資対象とする株式等口座(stock and shares ISA)と預金を対象とする現金口座(cash ISA)の２種類

・毎年各口座１つずつ開設可能

・拠出上限は7200ポンド(約108万円)。そのうち現金口座には3600ポンド(約54万円)が限度。

・国民保険番号制を使用

・毎年の口座申込数は1000万件超

導入当初は10年の時限措置予定だったが、2007年制度の定着を見て恒久化された。

理由としては口座数が毎年1000万件を超えるなど、総じて制度が定着したと言えるため。
導入によって起きる今後の課題
１番大きいのが、非課税口座の重複防止策、あるいはなんらかの理由で重複解説されてしまった時の取り扱い。

重複口座を確実に防ぐには、たとえば投資家が金融機関に非課税口座の申し込んだ後、金融機関が税務署から同一年の重複開設がないかを確認したうえで口座開設を行う方法が考えられる。しかしその場合には税務署での確認に相当の時間が必要と考えられる。
この場合も損益通算時と同様の透明性・利便性確保のため納税者番号制度が必要。よってISAを開設する場合は納税者番号を必須にする。


主張：納税者番号を使ったISAの導入
長期的投資優遇
長期資産形成を促すためにも、長期投資優遇は必要である。

日本では過去に2001 年10 月から2003 年3 月末までの時限措置が設定され、その後2005 年12 月末までに延長された。内容は1 年以上保有した株式の譲渡益が、申告分離課税を選択することにより100 万円を上限に非課税となる「長期保有株式に係る小額譲渡益非課税制度」である。
また、平成１３年11月30日～平成１４年までに取得した上場株式等を、平成１５年・１６年と保有し続け、平成１７年１月１日～平成１９年12月31日の間に売却した場合、投資元本1000万円までの譲渡益は非課税となる時限措置も設定された。

しかし長期保有に対する恒久的措置は現在日本にはない。よって新たに長期投資の優遇制度を創設することの必要性を主張する。



主張：３年以上保有した株式のキャピタルゲインの半分に課税する
主張のまとめ

金融所得一体化





「貯蓄から投資へ」の動きの中で、一般の個人の「投資」対象である上場株式や公募株式投資信託に対する投資利便性を高めるため、金融所得課税の一体化に取り組んでいくことが重要である。


平成１６年度政府税制調査会により発表された金融所得課税一体化の定義とは以下の２点である。





金融所得の間の課税方式の均衡化をできる限り図ること。


金融所得の間で損益通算の範囲を拡大することにより、所得分類の違いによる税負担の違いを小さくしていくこと





金融所得の一体化は、必ずしも「金融所得」といった所得類型の新設、あらゆる所得の課税の二元化を目指しているのではない。租税三原則の中立で簡素な税制を実現し、納税者に分かりやすく、かつ執行の容易な金融税制を目指すという目的に合致するよう、実効性と実現可能性を考えた検討を必要とする。




































































金融所得の課税方法





金融所得に対する課税を一体化するということは、金融所得を分離課税とすることによって、他の所得との関係をたつことである。したがって、統一する課税方式は分離課税である。








つまり、利子、配当、株式等譲渡益などさまざまな法定の所得区分に属する金融資産の運用から生じる所得を金融所得としてひとくくりにして、金融所得以外の所得と分離し、金融所得の中では、総合課税とする。








新たに生まれる金融商品に関しても、それから生まれる所得が金融所得なのかをその都度判断することにより柔軟な制度設計とする。





金融所得一体化における損益通算





現行税制において金融所得は利子、配当、株式譲渡所得等の様々な異なる所得分類に属し、異なる所得分類間の損益通算は制限されている。しかし、金融所得は、経済的に見ればいずれも金融商品から生じる利益や損失であることを踏まえ、金融所得の間で損益通算の範囲を拡大し、損失の控除をより広く可能とすることにより、現行の取扱いよりも投資リスクを軽減することが期待される。その結果、「貯蓄から投資へ」をシフトさせる契機となるのではないだろうか。





損益通算の範囲拡大について





株式譲渡損益と公社債譲渡損益との損益通算


公社債譲渡益は、現在経過利子の反映であるとの考え方に基づき非課税とされ、譲渡損益はないものとされている。しかし、公社債市場では、さまざまなリスク要因に応じた日々の金利の動きにより市場価格が変動し、譲渡損益が発生していることから、公社債等の譲渡損益については、株式譲渡損益と同じ有価証券の譲渡損失としてみなし、株式譲渡益と同様に課税を行い、両者の間での損益通算を認めることが適当。











株式譲渡損益と公社債譲渡損益との損益通算を認める！！





株式譲渡損失と利子所得との損益通算（現在：一律源泉分離課税）


株式譲渡所得と形状的に発生する所得とは正確が異なること、また損益通算の範囲を利子所得まで広げると税収への影響も大きいことから両者の損益通算は現在認められていない。


しかし、株式譲渡損失の損益通算範囲を利子所得まで広げると、株式投資のリスク軽減を図ることができ、「貯蓄から投資へ」とシフトさせることが可能であると考え、株式譲渡損失と利子所得との損益通算を認めることが適当。








株式譲渡損失と利子所得との損益通算を認める！！





公社債譲渡益と経過利子への二重課税について








公社債譲渡益が現在非課税になっている理由として公社債譲渡益と経過利子への二重課税の問題があるからである。


公社債のキャピタルゲインは利子の実現過程でしかないため、譲渡益への課税は利子課税への課税ともなり、つまり二重課税になってしまう。


よって、株式譲渡損益と公社債譲渡益との損益通算を認める場合、以下のことを考えなければならない。








公社債譲渡益を課税するにあたって公社債から生じる利子と譲渡益をどう捉えるか


二重課税の排除を厳密に要求し、投資家が要求する元本と利子を厳密に分ける。


つまり、市中金利に基づき値が付いている元本価格を元本とし、その後市中金利の変動により生じた元本の増減をキャピタルゲイン・ロスとする。そして残りの部分（支払われるクーポンと償還が近づくにつれ実現する元本の値上がりや値下がりとしての利子）を利子所得と捉える。


問題点


市中金利が変動する中で、どのように利子所得を確定するのか。


⇒　取得時の金利をもとに利子課税→市中金利が大きく変動した場合利子に対し適切な課税が出来ない。


　　期中平均金利をもとに期末に課税→どのように期中平均金利を算定するか


　　　　　　　　　　　　　　　　　　利子に対応する元本価格増減を期末段階でどのように処遇するか


複雑な制度のため簡素性の原則に違反するのでないか


　②公社債の売買に基づく所得は、たとえ経過利子の実現分だと整理できても、すべて譲渡所得として捉える。














公社債の譲渡益に課税を行う場合は、クーポンを利子、残りは譲渡益と捉え、理解しやすい


制度にすることが理想。





諸外国に比べて日本の損失繰越控除期間は比較的短い！


アメリカ：２０年


イギリス


ドイツ　　　　無制限


フランス








損失の繰越控除：1年間（1月1日～12月31日）の損益を合計した結果、上場株式等の売却損が残った場合には、損益通算してもなお控除しきれない金額についてはその損失金額を翌年以降3年間にわたり、繰り越すことができる。


�





二元的所得税制度導入国であるノルウェーと同様の金融所得内の損益通算を認めたうえで、損失繰越は10年間という制限をつける！！





提案





譲渡所得と譲渡損失は中立的に扱われるべきだが、経常的な所得である利子や配当と一時的な所得である譲渡所得は異なる特性を持っている。そのため金融所得内での無制限の損益通産を認める分、無制限の損失繰越は認めるべきでない。





Ⅰ．投資優遇策としての効果


→現状の配当に対する実効税率は所得から法人税の実効税率である約40.87％を差し引き、それに配当に対する税率20％が差し引かれるので約52.69％となっている。二重課税を撤廃することにより配当への税率が大幅に低下するので投資に対する旨みが増加する。





Ⅱ．税制の中立性の確保


→上記の通り、配当への実効税率は非常に高いものとなっていて投資家の実効税率が低いデット・ファイナンスのほうがエクイティ・ファイナンスよりも有利となっている。これは税制が適切な資源配分をゆがめていると考えられ問題視される。





○法人擬制説


法人を個人の投資家の集合体とみなし、法人所得はすべて株主の所得であるとする考え方。つまり、租税の最終負担者は自然人のみであるという立場をとり、二重課税を否定する。





○法人実在説


法人も自然人も最終的な租税負担者とみなす考え方で、二重課税を肯定する。所有と経営の分離した法人形態を想定しており、法人を株主とは別個の経済主体と捉え、独立した担税力を有すると考える。





先進国での導入例が多いのは投資家段階での配当非課税とインピュテーション方式。


配当二重課税の解消は投資優遇や経済対策の意味合いが強いため、法人段階で調整する配当損金参入方式は投資家からすると効果が分かりにくいため取り入れられていないと考えられる。








配当の個人段階での非課税では実効税率は約40％にしか下がらず、投資家の投資の中立性は保たれない。負債利子との中立性を確保するには法人税を調整する方法が相応しい。





配当の損金算入の容認により、法人税を非課税とし二重課税を撤廃する。それにより投資家の金融商品選択の中立性と共に、法人の資金調達手段の選択の中立性も確保する。





提案





インピュテーションの控除額を調整する方法も考えられるが、返って複雑になってしまい投資家からすると分かりにくい制度になってしまう。





問題点①　制度の複雑性と制度運営のコスト


→インピュテーション方式はその制度の複雑さ故、投資家には理解されにくい。結果的に投資家に利益になるのだから良いと言う意見もあるが、納税者に分かりやすい税制をという簡素性の原則に反する。さらに運営コストが高いという批判も存在する。





問題点②　外国人投資家と国内投資家を差別する


→インピュテーションが適用されない外国人投資家を国内投資家と差別することになる。実際、ドイツはそのことが原因でインピュテーション方式を廃止した。





問題点③　法人税率と配当所得に対する税率の違い


→インピュテーションを主に導入していた北欧諸国は二元的所得税制を導入しており、法人所得税率と資本所得税率がほぼ同率に設定されていた。そのためインピュテーションにより配当所得の法人税率を実質ゼロにすることが可能だった。しかし、日本では配当所得の税率と法人税率が違いすぎるので控除しきれない部分が出てきてしまう。





キャピタルゲインは実現主義で課税されているため、課税の繰延が可能でありロックイン効果が存在する。それが存在するため本来的にキャピタルゲインというものは有利に扱われており、キャピタルゲインの二重課税問題の優先順位は低い。





問題点①　法人税の理論上の問題


→配当には本来費用性がないので、その配当を費用化するということは理論上問題がある。





問題点②　キャピタルゲインを不利に扱う可能性


→配当の損金算入によって利子と配当を中立に扱うことが可能になったが、キャピタルゲインの二重課税問題は解消されていない。





問題点③　法人税収の減少・租税回避手段になる可能性


→法人税の課税ベースが減少するので、必然的に法人税収は減少する。さらに、配当を増額することにより法人税が減少するため、租税回避の手段に使われる可能性がある。

















　　　　ゆう
































主張





①の方法による計算は実務上非常に難しいので、投資家にとっての分かりやすさを考えると②の方法により課税所得を計算するほうが理解しやすい税制となる。





優遇税制





「貯蓄から投資へ」の政策要望を恒久的なものと考えるならば、それに応える税制もそれに耐えうるものでなければならない。そのため時限的措置などをすべて撤廃し、投資家に分かりやすい税制（簡素化）を実現し、恒久的な投資の中立性と公平性を確保し、さらに違う形で小額投資等を優遇し中・低所得者の投資を呼び込むことが必要であると考える。


　私達の主張では金融所得課税の一体化、配当二重課税の撤廃で投資家の投資の中立性と企業の資金調達の中立性を確保する。そして日本版ISAを時限措置という形でなく導入することにより小額投資を優遇し、さらに全投資家に対し長期投資を促すために長期投資優遇策も別の形で導入する。


　以上のことにより、政策要望である「貯蓄から投資へ」とその要求に恒久的に応えられるような税制の構築を目指す。








